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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人自動車技術会（JSAE）から，

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経

済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって，JIS D 1024:1999 は廃止され，その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS D 1024 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS D 1024-1 第 1 部：M 及び N カテゴリ 

JIS D 1024-2 第 2 部：L カテゴリ 
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序文 

この規格は，ISO 362-2 及び ISO 9645 を基とし，我が国の実情に合わせるため，技術的内容を変更して

作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JD に示す。 

ISO 362-2 制定の経緯の詳細は，附属書 JA に示す。 

なお，ISO 362-2 の発行を受けて，その試験方法を用いた国連欧州経済委員会規則 No.41 が 04 シリーズ

に改正された（以下，UN R41-04 という。）。この規格の発行時点では，ISO 362-2 と UN R41-04 とで内容

に異なるところがあるが，今後，UN R41-04 に合わせて ISO 362-2 が変更される見込みである。このため，

ISO 362-2 と UN R41-04 とで内容の異なる箇所については，UN R41-04 をできるだけ取り入れることに留

意し，注記してその違いが分かるようにした。 

 

1 適用範囲 

この規格は，通常の市街地交通状況で二輪自動車から発生する騒音の工学的測定方法について規定する。 

この規格は，市街地の通常走行時に主要騒音源から発生する騒音レベルを再現することを意図している。 

測定方法は，車両の運転条件で発生する音の再現性に矛盾のない範囲で，簡便性の要求が満たされるよ

うに規定している。 

この試験方法は，広い空間で得られる音響環境を必要とする。このような条件は，通常，次の場合に用

いる。 

－ 車両の型式認証試験 

－ 製造段階での測定 

－ 公式試験場での測定 

注記 1 この試験方法によって得られた結果は，規定の試験条件で発生する騒音の客観的な測定値と

なる。ただし，二輪自動車のうるささについての主観的評価は，騒音測定装置の指示値と単

純に関連付けられるわけではないという事実を考慮する必要がある。うるささは，個人の感

覚，生理的身体条件，文化及び環境条件に強く関係しているので，ばらつきが大きく，特定

の車両条件を示すパラメータとして有効ではない。 

注記 2 任意に車両を選択する抜取検査が，理想的な音響環境の下で実施されることはまれであるこ

とに注意するのがよい。この規格に規定する要求事項を満たさない音響環境の道路で測定を


